
不適切な足場設置による
作業員の転落事故
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ろ過池

沈殿池

現場は浄水場内のろ過池の中で
塗装作業中であった。

塗装作業中
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普段は水が流入している
ろ過池であるが

水を抜いた
ろ過池

当日の作業は水を抜いた
約２ｍの深さのろ過池の
上部にある管を脚立を使って
塗装するものだった

塗装中の管

管の塗装を行うため、
ろ過池の水を抜いて
作業することになっていた

水路
脚立

ろ過池床

塗料

2m

170cm
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朝礼中

足場板

職長

なお予定外の作業が発生したら
私に報告をしてください

それでは
本日の作業を
説明する！

Aは脚立で
ろ過池の管の塗装を
引き続き頼みます

はいっ！ 脚立脚立

作業員A

作業員A
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塗料よし！
あと少しだな

あれ
今日は
一人か？

今日は
終わらせなきゃ

よし、
ここからだな

そうか
気をつけて
頑張れよ

あ、はい！
今日は一人ですー

ありがとう
ございます！

本日の予定部分
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また脚立
くぐらせなきゃ

足場動かしちゃ
ダメかな

効率悪いよなぁ
よいしょっ

足場

あっ！

ん

あ！ 水路が

また水路があ！

水路

管

水路

ろ過池床
たたんで
くぐらせる
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足場なんだから
乗っても大丈夫
だよな？

よしよし！
はかどるぞ！

よいしょ

おっ！
しっかりしてる！！

管にも
届く届く！！

足場板を一人で
動かし、塗装を
続ける作業員A
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うん！
このペースなら
早く終われるぞ！

調子良く作業を
進めていた…その時
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作業員Aは腰を強打し
脊椎圧迫骨折をしてしまった
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予定外の作業方法を
自己判断で行って
しまった

足場板は
通路・作業床
として使うには
狭かった

作業員Aは
足場組立作業従事者の
特別教育を受けていなかった

足場をしっかり固定して
いなかった

乗せたただけ

当初の作業計画にない
作業が発生したのに
一人で判断して
作業主任者に確認を
しなかった

この事故の問題点

足場なら
乗っても
大丈夫かな？

動かしても
大丈夫
だよね？

幅30cm
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予定外の作業はしない！
施工方法を変更する場合は
事前に作業主任者へ確認！

足場を設置する時は特別教育を
受けた作業員が設置を行う

適正な幅の足場板を
使用する

足場板を通路として
使う場合は堅固に
固定する

高さ2m以上ある
場合は墜落制止用
器具を使用する

通路を作る際には
形状寸法などが
適正な足場板を
設置し

特別教育を
受けた作業員

取るべき対策

OK!

職長

作業工程
表××月◯◯日

××月◯◯日
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OK!

解説 不適切な足場設置による作業員の転落事故

● 足場の組立（安衛則第３６条）
　⒈　足場設置の資格の内容
　　　足場の組立は高さに関わらず「特別教育」を受けた者が
　　　作業に従事しなくてはならない。
　　　ただし、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理等、
　　　足場上の補助作業は含まれない

● 脚立（安衛則第５２８条）
　脚立は、次に適合したものでなければ
　使用してはならない
⒈　丈夫な構造とすること
⒉　材料は著しい損傷、腐食等がないものとする
⒊　足と水平面との角度を75度以下とし、折り畳み式の
　　ものは角度を確実に保つための金具等を備える
⒋　踏み台は作業を安全に行うため必要な面積を有する
⒌　立てかける位置は水平で突き出し６０ｃｍ以上
　　　　　　　　　　　　　　　  （立てかける場合）

● 昇降するための設備の設置等
　（安衛則第５２６条）
高さが1.5ｍを超える箇所で作業を行う時は安全に昇降する
設備等を設けなければならない

● 通路（安衛則第５４０条）
⒈　事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、
　　労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、
　　これを常時有効に保持しなければならない
⒉　前項の通路で主要なものには、これを保持するため、
　　通路であることを示す表示をしなければならない

⒈　事業者は、作業場の床面については、つまずき、すべり等の
　　危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない

● 作業場の床面（安衛則第５４4条）

安衛則…労働安全衛生規則
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